
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続人全員の同意が必要な小規模宅地特例          

Ｑ：小規模宅地の特例は、相続人全員の同

意が必要とのことですが、同意がない場合は

どうなりますか？                                     

                                              

Ａ：適用が受けられません。 

【解説】 

小規模宅地等の評価減を特例を適用するた

めには、特例対象宅地等のうち同特例の適用

を受けるものの選択については、その特例対

象宅地等を取得した全ての個人の同意を証す

る書類の提出が必要とされています。これは、

相続税が、被相続人から相続又は遺贈により

財産を取得した全ての者に係る相続税の総額

を計算し、その総額を基礎としてそれぞれ相

続人等に係る相続税額として計算した金額に

より、課するものとされており、相続税の課

税価格を確定するためには、同一の被相続人

に係る全ての相続人等の課税価格が全ての相

続人等との関係で同額で確定されなければな

らないこととあいまって、同一の被相続人に

係る相続人等が特例対象宅地等のうち、それ

ぞれ異なる部分を選択してこの特例の適用を

受けようとして相続税の課税価格が確定でき

ない結果となることのないよう、同一の被相

続人から相続又は遺贈により特例対象宅地等

を取得した者がある場合は、その取得した全

ての者の選択についての同意を証する書類を

相続税の申告書に添付して提出する旨規定し

たものと解されています。 

したがって、同意を証する書類の添付がな

い場合には、小規模宅地等の評価減の特例が

受けられないこととなります。 
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